
教職員のための労安法 

労働安全衛生法 

第一章  総則  

(目的 ) 

第一条  この法律は、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号 )と相まつて、

労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活

動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進する

ことにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場

環境の形成を促進することを目的とする。  

 

(事業者等の責務 ) 

第三条  事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を

守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場におけ

る労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、

国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければなら

ない。  

 

第三章  安全衛生管理体制  

(総括安全衛生管理者 ) 

第十条  事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める

ところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理

者又は第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮を

させるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。  

一  労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。  

二  労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。  

三  健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。  

四  労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。  

五  前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労

働省令で定めるもの  

 

(安全衛生推進者等 ) 

第十二条の二  事業者は、第十一条第一項の事業場及び前条第一項の事業場以

外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定め

るところにより、安全衛生推進者 (第十一条第一項の政令で定める業種以外の

業種の事業場にあつては、衛生推進者 )を選任し、その者に第十条第一項各号

の業務 (第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任し

た場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除くものとし、第



十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生に係る

業務に限る。 )を担当させなければならない。  

 

(衛生委員会 ) 

第十八条  事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議

させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならな

い。  

一  労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。  

二  労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。  

三  労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。  

四  前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に

関する重要事項  

 

第六章  労働者の就業に当たつての措置  

(安全衛生教育 )  

第五十九条  事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定め

るところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならな

い。 

 

(作業の管理 )  

第六十五条の三  事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理

するように努めなければならない。  

 

(健康診断 )  

第六十六条  事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診

断を行なわなければならない。  

 

(健康診断実施後の措置 )  

第六十六条の五  事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要

があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時

間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備

の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は

労働時間等設定改善委員会 (労働時間等の設定の改善に関する特別措置法 (平成四年法律

第九十号 )第七条第一項に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。 )への報告

その他の適切な措置を講じなければならない。  

 

(面接指導等 )  



第六十六条の八  事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考

慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところによ

り、医師による面接指導 (問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により

必要な指導を行うことをいう。以下同じ。 )を行わなければならない。  

５ 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働

者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少

等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間

等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。  

 

(事業者の講ずる措置 )  

第七十一条の二  事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を

継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。  

一  作業環境を快適な状態に維持管理するための措置  

二  労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置  

三  作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備  

四  前三号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置  

 

(労働者の申告 )  

第九十七条  労働者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある

ときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是

正のため適当な措置をとるように求めることができる。 

 

第十一章  雑則  

(法令等の周知 )  

第百一条  事業者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨を常時各作業場の見やすい場所に

掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなけ

ればならない。  

 

(健康診断等に関する秘密の保持 )  

第百四条  第六十五条の二第一項及び第六十六条第一項から第四項までの規定による健康

診断並びに第六十六条の八第一項の規定による面接指導の実施の事務に従事した者は、その

実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない。  

 

 

 

 

 

 



労働安全衛生規則 

 

(総括安全衛生管理者が統括管理する業務 ) 

第三条の二  法第十条第一項第五号の厚生労働省令で定める業務は、次のとお

りとする。  

一  安全衛生に関する方針の表明に関すること。  

二  法第二十八条の二第一項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づ

き講ずる措置に関すること。  

三  安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。  

 

 

(衛生委員会の付議事項 )  

第二十二条  法第十八条第一項第四号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に

関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。  

一  衛生に関する規程の作成に関すること。  

二  法第二十八条の二第一項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置

のうち、衛生に係るものに関すること。  

三  安全衛生に関する計画 (衛生に係る部分に限る。 )の作成、実施、評価及び改善に関すること。  

四  衛生教育の実施計画の作成に関すること。  

五  法第五十七条の三第一項及び第五十七条の四第一項の規定により行われる有害性の調査

並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。  

六  法第六十五条第一項又は第五項の規定により行われる作業環境測定の結果及びその結果

の評価に基づく対策の樹立に関すること。  

七  定期に行われる健康診断、法第六十六条第四項の規定による指示を受けて行われる臨時の

健康診断、法第六十六条の二の自ら受けた健康診断及び法に基づく他の省令の規定に基づい

て行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関するこ

と。  

八  労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。  

九  長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。  

十  労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。  

十一  厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生

専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防

止に関すること。  

(昭五〇労令二〇・昭五二労令三二・昭五四労令二・昭六三労令二四・平一二労令二・平一二

労令七・平一二労令四一・平一八厚労令一・一部改正 )  

(委員会の会議 )  

第二十三条  事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会 (以下「委員会」とい

う。)を毎月一回以上開催するようにしなければならない。  



２ 前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。  

３ 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれか

の方法によつて労働者に周知させなければならない。  

一  常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。  

二  書面を労働者に交付すること。  

三  磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該

記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。  

４ 事業者は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを三年間保存しなけ

ればならない。  

(平一八厚労令一・一部改正 )  

(関係労働者の意見の聴取 )  

第二十三条の二  委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項に

ついて、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。  

 


